
建設業の法人の役員、支店
長・営業所長などとして登録さ
れていた、個人の事業主・支
配人としての経験がある。

法人の役員に次ぐ地位（大企業の役
員に次ぐ地位など）、個人の場合は
事業主に次ぐ地位（事業主の配偶
者・子など）にあり経営補佐経験
（注）がある。

許可を受けようとする業種に
関して５年以上、または許可
を受けようとする業種以外の
業種に関して７年以上の経営
経験がある。

許可を受けようとする業種に
関して７年以上の経営補佐経
験がある。

経営業務の管理責任者にはなれま
せん。他の方を常勤の役員・支配
人として迎えいれることによって許
可の申請はできますが・・・

経営業務の管理責任者となることがで
きます。ただし、その証明として、必要
期間分の登記簿謄本、契約書・見積
書+発注証明書の写し、確定申告書の
写しなどが必要となります。

注：経営補佐経験とは、法人の場合は概ね大企業（資本金１億円以上かつ従
業員300人以上の会社）の取締役に次ぐ職制上の地位にあって、経営を補佐
した経験をいいます。具体的には建設部門の営業部長、工事部長などで、経
理や人事部門は該当しません。

個人の場合は事業主の死亡などによって、廃業とされるのを救済する場合に
適用されます。配偶者・子の一人が認められます。ただし、事業専従者として
確定申告書に名前が記載されている必要があります。

上記のようなケースは個人はともかく、法人の経営補佐経験というのはなかな
かないのではないかと思います。経営補佐経験よりも、令3条の使用人として
従前の会社で5年以上登録されているということで経営業務の管理責任者に
なれるケースのほうが多いと思われます。
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